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（
内
閣
委
員
会
）

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
八
号
）

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
登
記
事
項
証
明
書
等
の
交
付
及
び
登
記
簿

等
の
閲
覧
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
に
対
す
る
委
託
を
可
能
と
す
る
た
め
の
法
律
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
不
動
産
登
記
法
等
の
特
例
に
関
す
る
措
置
の
追
加

、

（

「

」

。
）

１

法
務
大
臣
は

登
記
事
項
証
明
書
等
の
交
付
及
び
登
記
簿
等
の
閲
覧
に
関
す
る
業
務

以
下

特
定
業
務

と
い
う

を
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入
札
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

特
定
業
務
を
実
施
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
の
要
件
を
定
め
る
。

３

公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
等
に
対
し
、
特
定
業
務
の
実
施
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
を
特
定
業
務
の
用
に
供
す

る
目
的
以
外
に
利
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

４

公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
等
に
対
し
、
登
記
簿
等
の
国
が
管
理
す
る
設
備
・
物
品
を
適
正
に
取
り
扱
う
こ
と
を
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義
務
付
け
る
。

５

公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
に
対
し
、
特
定
業
務
の
実
施
状
況
の
報
告
を
義
務
付
け
る
。

６

法
務
大
臣
が
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
に
対
し
て
特
定
業
務
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
要
件
を
定
め
る
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


